
市長が指定する業種
（産業名及び日本標準産業分類上の業種名）

産 業 名 日本標準産業分類(平成 25 年総務省告示第 405号)に定める業種
輸送機械関連産業 １１ 繊維工業 

１６ 化学工業（161 化学肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬
品製造業、166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造
業を除く） 

１８ プラスチック製品製造業 
１９ ゴム製品製造業 
２２ 鉄鋼業 
２３ 非鉄金属製造業 
２４ 金属製品製造業 
２５ はん用機械器具製造業 
２６ 生産用機械器具製造業 
２７ 業務用機械器具製造業（274 医療用機械器具・医療用品製

造業を除く） 
２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
２９ 電気機械器具製造業（2962 医療用電子応用装置製造業、

2973 医療用計測器製造業を除く） 
３０ 情報通信機械器具製造業 
３１ 輸送用機械器具製造業 
３２３１ 時計・同部分品製造業 

繊維関連産業 １１ 繊維工業 
２５ はん用機械器具製造業 
２６ 生産用機械器具製造業 
２７ 業務用機械器具製造業（274 医療用機械器具・医療用品製

造業を除く）
電気・電子機器関連産業 １１ 繊維工業 

１８ プラスチック製品製造業 
１９ ゴム製品製造業 
２１ 窯業・土石製品製造業 
２５ はん用機械器具製造業 
２６ 生産用機械器具製造業 
２７ 業務用機械器具製造業 
２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
２９ 電気機械器具製造業 
３０ 情報通信機械器具製造業 
３２３１ 時計・同部分品製造業

機械・金属関連産業 １１ 繊維工業 
１６ 化学工業（161 化学肥料製造業、1624 塩製造業、165 医薬

品製造業、166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造
業を除く） 

１８ プラスチック製品製造業 
１９ ゴム製品製造業 
２２ 鉄鋼業 
２３ 非鉄金属製造業

平成３０年 ４月 １日指定



 ２４ 金属製品製造業 
２５ はん用機械器具製造業 
２６ 生産用機械器具製造業 
２７ 業務用機械器具製造業 
２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 
２９ 電気機械器具製造業 
３０ 情報通信機械器具製造業 
３１ 輸送用機械器具製造業 
３２３１ 時計・同部分品製造業

農商工連携関連産業 ９ 食料品製造業 
１０ 飲料・たばこ・飼料製造業（105 たばこ製造業を除く）

物流関連産業 ４４ 道路貨物運送業 
４５ 水運業 
４７ 倉庫業


